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【手続補正書】
【提出日】平成25年10月29日(2013.10.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
音声出力装置を備え、電動工具に用いられる充電可能な電源バッテリーが着脱可能に装備
され、屋外等の作業現場環境で載置して利用する持ち運び可能なラジオであって、当該ラ
ジオを形成する箱体の上に、別機器の携帯音響再生装置を装着可能であり、該携帯音響再
生装置の音声を前記音声出力装置で再生可能とされることを特徴とするラジオ。
【請求項２】
音声出力装置を備え、電動工具に用いられる充電可能な電源バッテリーが着脱可能に装備
され、屋外等の作業現場環境で載置して利用する持ち運び可能なラジオであって、当該ラ
ジオを形成する箱体の上部には、上方に起こした使用状態と後方へ倒した収納状態とに移
動可能な持ち運びのための取っ手を備え、該取っ手は持ち運ぶ際に把持する握り部と、該
握り部を前記箱体の上面部に対して支持する左右一対の支持腕を備えており、前記箱体の
前面から見て前記使用状態における前記取っ手の左右両支持腕間に、別機器の携帯音響再
生装置を装着可能であり、該携帯音響再生装置の音声を前記音声出力装置で再生可能とさ
れることを特徴とするラジオ。
【請求項３】
音声出力装置を備え、電動工具に用いられる充電可能な電源バッテリーが着脱可能に装備
され、屋外等の作業現場環境で載置して利用する持ち運び可能なラジオであって、当該ラ
ジオを形成する箱体の上部には、上方に起こした使用状態と後方へ倒した収納状態とに移
動可能な持ち運びのための取っ手を備え、該取っ手は持ち運ぶ際に把持する握り部と、該
握り部を前記箱体の上面部に対して支持する支持腕を備えており、前記箱体の前面から見
て前記使用状態における前記取っ手の握り部と前記箱体の上面部との間に、別機器の携帯
音響再生装置を装着可能であり、該携帯音響再生装置の音声を前記音声出力装置で再生可
能とされることを特徴とするラジオ。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれかの請求項に記載の持ち運び可能ラジオであって、前記携
帯音響再生装置には該装置の備える各機能を操作することのできる操作部を備え、当該携
帯音響再生装置の装着状態において該操作部は操作者が外部から視認できる位置に装着さ
れていることを特徴とするラジオ。
【請求項５】
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請求項１から請求項４のいずれかの請求項に記載の持ち運び可能ラジオであって、前記携
帯音響再生装置を装着する装着手段の箇所を塞ぐことのできる保護蓋を備えることを特徴
とするラジオ。
【請求項６】
請求項５に記載の持ち運び可能ラジオであって、前記保護蓋は前記箱体の上面幅の範囲内
で開閉可能に取り付けられていることを特徴とするラジオ。
【請求項７】
請求項１から請求項６のいずれかの請求項に記載の持ち運び可能ラジオであって、前記装
着手段に前記携帯音響再生装置を通信接続可能に接続するための接続端子を備えたラジオ
。
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